
鹿児島工業高等専門学校技能検定等合格に係る単位認定に関する内規 

 

 技能検定等合格に係る単位認定に関する内規の全部を改正する。 

 

第１条 鹿児島工業高等専門学校学則（以下、「学則」という。）第 14条第２項の別表第１

に規定する特別学修Ａ及び別表第２に規定する特別学修Ｂは、鹿児島工業高等専門学校

が適当と認める技能検定について、教員の指導のもとに学習し、合格した者に対して単

位の修得を認定する。 

２ 資格、認定単位数等は別表第１特別学修Ａ、別表第２特別学修Ｂに掲げるとおりとす

る。 

 

第２条 前条に規定する特別学修Ａ・Ｂのいずれかに合格等したことにより、単位の認定

を受けようとする者は、技能検定合格等による単位認定申請書（別紙様式）に、合格し

たことを証明する書類を添えて、校長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、毎年２月に行うものとする。 

 

第３条 前条の規定による申請があったときは、校長は教務委員会において確認し、本校

における授業科目の履修とみなし、修得単位として認定する。 

２ 技能検定合格等は、すべて本校在学中の取得に限る。 

３ 同一検定等で、複数の級に合格等した場合は、上位の級に対応する単位数とする。 

４ 既に単位を修得していて、新たに同一試験の上位の級に合格等した場合は既に修得し

ている単位との差の単位数を認定する。 

 

第４条 学則第 32条第１項に規定する文部科学大臣が定める学修（以下「特別学修Ｃ」と

いう。）及び認定単位等は、別表第３特別学修Ｃに掲げるとおりとする。 

 

第５条 前条に規定する単位の認定を受けようとする者は、技能検定合格等による単位認

定申請書（別紙様式）に、合格したことを証明する書類を添えて、校長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による申請は、毎年２月に行うものとする。 

 

第６条 前条の規定による特別学修Ｃ認定申請があったときは、校長は教務委員会におい

て確認し、本校における授業科目の履修とみなし、別表第３特別学修Ｃに掲げる技能検

定等を修得単位として認定する。 

 

第７条 前条の規定により認定された特別学修Ｃについては、次のとおり取り扱うものと



する。 

 １ 修得単位は選択科目として取扱い、学年進級及び卒業の認定に必要な修得単位とみ

なす。 

 ２ 特別学修Ｃの技能検定合格等は、すべて本校在学中の取得に限る。 

 ３ 同一検定等で、複数の級に合格等した場合は、上位の級に対応する単位数とする。 

 ４ 既に単位を修得していて、新たに同一試験の上位の級に合格等した場合は既に修得

している単位との差の単位数を認定する。 

 

第８条 第４条の規定により単位の修得を認定された特別学修Ｃの標語は「認定」とし、

指導要録には別表第３特別学修Ｃの「表記」のように記載する。 

 

第９条 技能検定合格に係る単位は、同一年度に特別学修Ａと特別学修Ｂと特別学修Ｃの

合計の修得単位数は６単位を超えないものとする。 

 

 

   附 則 

 この内規は、平成 17年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この内規は、平成 22年４月１日から施行する。



別表第１ 特別学修 Ａ 

名称・資格・得点 単位数 表記 備考 

ＴＯＥＩＣ 

850 点以上 ６ 

ＴＯＥＩＣ  
700 － 849 ４ 

500 － 699 ２ 

400 － 499 １ 

ドイツ語検定 
３級 ２ 

独語検  
４級 １ 

法学検定 ４級 ２ 法学検  

教養講座１    詳細は別途定める 

 

別表第２ 特別学修 Ｂ 

名称・資格・得点 単位数 表記 備考 

陸上無線技術士 
１級 ４ 

陸上無線技術士 
 

２級 ２ 
電気主任技術者国家

試験 
２種 ４ 

電気主任 
平成１５年度合格

者も適用する ３種 ２ 
ボイラー技士 ２級 １ ボイラー 

工事担任者試験 
アナログ第３種 １ 

工事担任者 
デジタル第３種  

情報処理技術者試験 

テクニカルエンジニ

ア（全区分） 
３ 

情報処理 

 

上級システムア  
ドミニストレータ 

２ ３科目中１科目選

択 
ソフトウェア開発技

術者 
情報セキュリティア

ドミニストレータ 
初級システムアドミ

ニストレータ 
１ ２科目中１科目選

択 
基本情報技術者 

土木施工技術者試験  １ 土木施工  
教養講座Ⅱ     詳細は別途定める 
 
 



別表第３ 特別学修Ｃ 

名称・資格・得点 単位数 表記 
一般科目・専門科目の別 

備考 

実用英語技能検定 
１級 ６ 

実用英検 一般科目 準１級 ４ 
２級 ２ 

工業英語能力検定 
１級 ６ 

工業英検 一般科目 ２級 ４ 
３級 ２ 

日本漢字能力検定 

1 級 ４ 

漢字検定 一般科目 
準１級 ３ 
２級 ２ 
準２級 １ 

ディジタル技術検定 
１級 ４ 

ディジタル 
専門科目 
３級は３年次までの合格

に限る 
２級 ２ 
３級 １ 

 



別紙様式

学級担任

技能検定合格等による単位認定申請書

令和 年 月 日

鹿児島工業高等専門学校長 殿

工学科 年

氏名

下記のとおり技能検定等に合格・得点しましたので、単位認定を申請いたします。

記

１．技能検定等の種類

名 称 資格・得点

２．認定を受けようとする単位数 単位

３．添付書類 □合格認定証（写）

□

４．既に単位認定を受けた技能検定等の種類

□なし

□あり 平成 年 月（ 年次）

名 称 資格・得点 年 次


